
( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

建設工事名 令和７年度（団体営）仮宿地内用排水路改良その２工事（藤枝６期）

地区箇所名 建設工事箇所 藤枝市　仮宿　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　３月３１日限り 週休２日推進工事補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　３４．７　　 ｍ

水路工 　　　　　　３３．７　　 ｍ

小形水門工 　　　　　　　１　　　　 門

歩掛・単価適用年度 令和　８年　　１月 基本単価 令和　８年　　１月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ２４ ＋１５．００ ⇔ ２６ ＋９．６８

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５



位　置　図
S=1:10,000

施工箇所



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 １ 頁

請 負 費 構 成 表
項　目　名 単　位 数　量 金　額 備　考

（１）　　工事価格

（２）　　・工事原価

（３）　　・・・直接工事費
式

（４）　　・・・間接工事費

（５）　　・・・・共通仮設費

（６）　　・・・・・共通仮設費（積上分）
式

（７）　　・・・・・共通仮設費（率分）
％

（８）　　・・・・現場管理費
％

（９）　　・一般管理費等
％

（１０）　純工事費

（１１）　処分費

　　　工種区分名称
水路工事

　　　地域特性区分
一般交通影響有り（２）‐２

　　　一般管理費等補正
金銭的保証を必要とする



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  水路工事

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　３６　　　　 SP　　　１号表 数量コードＣ１

‐‐‐  盛土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  埋戻(発生土)

ｍ３ 　　　　　　　　　２２　　　　 SP　　　２号表 数量コードＲ９９

‐‐‐‐  盛土(発生土)

ｍ３ 　　　　　　　　　　２　　　　 第　　　１号表

Ｔ００８７

数量コードＲ９８

‐‐‐  作業残土処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  残土運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　　３号表

Ｔ００７３

数量コードＺ１０

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  鉄筋構造物取壊し（機械）

ｍ３ 　　　　　　　　　　３　　　　 第　　　４号表 数量コードＴ０３

‐‐‐‐  コンクリート殻（鉄筋）運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　　３　　　　 第　　　５号表

Ｔ００７４

数量コードＴ０３

‐‐‐‐  無筋構造物取壊し(機械)

ｍ３ 　　　　　　　　　　３　　　　 第　　　６号表 数量コードＴ０６

‐‐‐‐  コンクリート殻（無筋）運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　　３　　　　 第　　　７号表

Ｔ００２８

数量コードＴ０６

‐‐  開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　　３５　　　　 SP　　　６号表 数量コードＴＬ

‐‐‐  現場打開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  3号取合水路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｔ００９３

‐‐‐  プレキャスト開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  2号水路工

ｍ 　　　　　　　　　３３．７　　 第　　１３号表

Ｔ０１０３

数量コードＬ３

‐‐  分水工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  分水工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  取水・排水工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

Ｔ０１０１

‐‐  水門工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  小形水門工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  小形水門据付工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｔ００９０

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮設道路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  敷鉄板設置・撤去
            2号水路設置：35m×3m=105m2、2号水路撤去：181m×3m=543m2

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｔ００８９

‐‐‐  排水処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
            口径５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　３０号表

‐‐‐‐  水替工（小口径ポンプ運転）
            作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　

運転日数5日

第　　３１号表

‐‐‐  安全費

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　　４　　　　

2人×2日＝4人

直接工事費計

工種区分  水路工事

    共通仮設費（率）              (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    運搬費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　３２号表

Ｍ０００２

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．．　　．．．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００８７

金 円 １０　ｍ３ 当り

盛土(発生土)
第　　　１号表

８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    人力盛土・埋戻
        締固めなし　土質：粘性土・礫質土

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　　２号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ３ 当り

人力盛土・埋戻
締固めなし　土質：粘性土・礫質土 第　　　２号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ３

作業区分・施工区分＝埋戻　まき出し，　土質区分＝粘性土・礫質土

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００７３

金 円 １０　ｍ３ 当り

残土運搬・処分
第　　　３号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表

    残土処分費
        駿遠開発事業（株）　牧之原市切山594

ｍ３ 　　　　　　　　　１３　　　　

第3種建設発生土　土量変化率（粘性土）L=1.30　土地改良工事積算基準（土木工事）

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　４号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝鉄筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００７４

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート殻（鉄筋）運搬・処分
第　　　５号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　４号表

    コンクリート殻（鉄筋）　処分費
        （株）キャラバン　藤枝市潮395-3

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　６号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝無筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００２８

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート殻（無筋）運搬・処分
第　　　７号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表

    コンクリート殻（無筋）　処分費
        （株）紅林建材　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９３

金 円 １　式 当り

3号取合水路工
第　　　８号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　７号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　８号表

    ・鉄筋工
        規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満

ｔ 　　　　　　　　　　０．０１３ 第　　　９号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．０５　 SP　　　９号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．１５　 SP　　１０号表

    栗石等基礎工
        栗石または割栗石、　厚さ１５ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　　１．２　　 第　　１０号表

    スラブ(歩道用)
        B500×t80×L800

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

単価見積

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９３

第　　　８号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    天端コンクリート
        t=150mm

ｍ２ 　　　　　　　　　２０　　　　 第　　１２号表

Ｔ０１０５

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｔ 当り

・鉄筋工
規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満 第　　　９号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鉄　筋
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    ［補正係数：週休２日補正］

×
    ［加算率：Ｓ］
        １０ｔ未満

％
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外を除く）

規格区分＝ＳＤ３４５　Ｄ１３，　作業区分＝一般作業、一般構造物（切梁無し），　施工規模＝１０ｔ未満，　時間制約を受ける場合の補正＝無，　夜間作業の補正＝無，　太径鉄筋量＝１０％未満

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

栗石等基礎工
栗石または割栗石、　厚さ１５ｃｍ 第　　１０号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    割栗石
        5‐15cm

ｍ３ 　　　　　　　　　１７．１　　

    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ運転
        山積０．８ｍ３、平積０．６ｍ３
        排出ガス対策型（第２次基準値）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

材料区分＝栗石または割栗石，　職種区分＝普通作業員

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　１１号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１０５

金 円 １０　ｍ２ 当り

天端コンクリート
t=150mm 第　　１２号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．５　　 SP　　１１号表

    丸鉄線溶接金網
        線径2.6×網目100×100

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１０３

金 円 １０　ｍ 当り

2号水路工
第　　１３号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
        側溝（各種）

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

単価見積

第　　１４号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　９号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１０号表

    栗石等基礎工
        栗石または割栗石、　厚さ１５ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　　９．９　　 第　　１０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
側溝（各種） 第　　１４号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ５〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    Ｕ型側溝

個 　　　　　　　　　　４．９９　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

作業区分＝据付け，　Ｌ＝２，０００ｍｍ以外を使用する場合＝無し，　作業時間＝昼間，　Ｕ型側溝の種類＝側溝（各種），　規格・仕様区分＝Ｌ＝２，０００ｍｍ　１，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し，　基礎砕石施工の有無＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１０１

金 円 １　式 当り

取水・排水工
第　　１５号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水工
        φ100、分水栓あり

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

Ｔ００９９

    排水工
        φ150、分水栓あり

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表

Ｔ０１００

    角落しA320
        B180×H450

個 　　　　　　　　　　２　　　　

単価見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９９

金 円 １　箇所 当り

排水工
φ100、分水栓あり 第　　１６号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塩ビ管人力布設工
        全接合箇所数１箇所　施工延長０．７ｍ

ｍ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　１７号表

    コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

孔 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１２号表

    取付式分水栓
        φ100

個 　　　　　　　　　　１　　　　

単価見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

塩ビ管人力布設工
全接合箇所数１箇所　施工延長０．７ｍ 第　　１７号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径100　長4.0m

本 　　　　　　　　　　２．４４　

１

    雑材料費

％
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ

管種・管径＝ＶＵ　管径　１００ｍｍ，　形状・管長＝直管（両差し口）　４．０ｍ管，　全接合箇所数＝１箇所，　施工延長＝０．７ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１００

金 円 １　箇所 当り

排水工
φ150、分水栓あり 第　　１８号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塩ビ管人力布設工
        全接合箇所数１箇所　施工延長０．７ｍ

ｍ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　１９号表

    コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

孔 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１３号表

    取付式分水栓
        φ150

個 　　　　　　　　　　１　　　　

単価見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

塩ビ管人力布設工
全接合箇所数１箇所　施工延長０．７ｍ 第　　１９号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径150　長4.0m

本 　　　　　　　　　　２．４４　

１

    雑材料費

％
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ

管種・管径＝ＶＵ　管径　１５０ｍｍ，　形状・管長＝直管（両差し口）　４．０ｍ管，　全接合箇所数＝１箇所，　施工延長＝０．７ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９０

金 円 １　式 当り

小形水門据付工
第　　２０号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    スライドゲート　
        逆水圧使用　扉体B500H420　フレーム高1220

基 　　　　　　　　　　１　　　　

単価見積

    据付労務費

式 　　　　　　　　　　１　　　　
y=3.49×(0.5×0.35)+8.5=9.11
第　　２１号表

Ｔ００９１ １

    据付材料費

％

据付労務費×3％

    据付補助材料費

％

据付労務費×1.5％

    機械経費

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｔ００９２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９１

金 円 １　式 当り

据付労務費
第　　２１号表

y=3.49×(0.5×0.35)+8.5=9.11

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    機械設備据付工

人
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９２

金 円 １　式 当り

機械経費
第　　２２号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
賃料

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００８９

金 円 １　式 当り

敷鉄板設置・撤去
2号水路設置：35m×3m=105m2、2号水路撤去：181m×3m=543m2 第　　２３号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板設置・撤去工
        設置

ｍ２ 　　　　　　　　１０５　　　　

A=35m×3m×=105m2

第　　２４号表

    敷鉄板設置・撤去工
        撤去

ｍ２ 　　　　　　　　５４９　　　　

A=183m×3m=549m2

第　　２５号表

    敷鉄板　賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　１‐　３ヶ月

ｍ２供用日 　　　　　　８，８８０　　　　

13日×1.7(不稼働係数)=22.1日(二捨三入)　20日×148m×3m=8,880m2

    敷鉄板　賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　１‐　３ヶ月

ｍ２供用日 　　　　　　８，２３５　　　　

8日×1.7(不稼働係数)=13.6日(二捨三入)　15日×183m×3m=8,235m2

    敷鉄板　整備費
        ２２＊１５２４＊３０４８

ｍ２ 　　　　　　　　５４９　　　　

A=181m×3m=543m2

    畦畔段差処理

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２６号表

Ｔ００９６

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置・撤去工
設置 第　　２４号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転
        クローラ型クレーン付　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次）

日
    　計

    　単価

ｍ２

作業区分＝設置，　使用回数＝１回

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置・撤去工
撤去 第　　２５号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転
        クローラ型クレーン付　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次）

日
    　計

    　単価

ｍ２

作業区分＝撤去，　使用回数＝１回

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９６

金 円 １　式 当り

畦畔段差処理
第　　２６号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    大型土のう工　製作・設置
        購入土（山土）　バックホウ使用５ｍ以下

袋 　　　　　　　　　１７　　　　 第　　２７号表

    大型土のう工　撤去
        バックホウ使用　６ｍ以下

袋 　　　　　　　　　１７　　　　 第　　２８号表

    残土運搬・処分
        山土

ｍ３ 　　　　　　　　　１７　　　　 第　　２９号表

Ｔ００９７

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう工　製作・設置
購入土（山土）　バックホウ使用５ｍ以下 第　　２７号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    大型土のう袋
        土砂　1.0m3用

袋 　　　　　　　　　１０　　　　

    土砂
        購入土（山土）

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

    バックホウ運転
        後方超小旋回クローラ型クレーン付　山積０．４５ｍ３（平積０．３５）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日
    諸　雑　費

％
    　計

作業区分＝製作・設置，　土砂の材料＝購入土　（山　土）（路体材　山土），　ラフテレーンクレーン排出ガス対応型の使用＝排出ガス対策型（第３次），　大型土のう袋規格＝土砂　１．０ｍ３用，　作業半径＝５ｍ以下　　　　　　（Ａ条件＝１の場合選択可），　設置・撤去高さ＝２ｍ以下かつ‐３ｍ以上

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２７号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう工　撤去
バックホウ使用　６ｍ以下 第　　２８号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    バックホウ運転
        クローラ型クレーン付　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

袋

作業区分＝撤去，　ラフテレーンクレーン排出ガス対応型の使用＝排出ガス対策型（第３次），　作業半径＝６ｍ以下　　　　　　（Ａ条件＝３‐６の場合選択可），　設置・撤去高さ＝２ｍ以下かつ‐３ｍ以上

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００９７

金 円 １０　ｍ３ 当り

残土運搬・処分
山土 第　　２９号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表

    残土処分費
        （有）大石建材　牧之原市静谷字松ケ沢平2588番1外26筆

ｍ３ 　　　　　　　　　１２　　　　

第2種建設発生土　土量変化率（粘性土）L=1.20　土地改良工事積算基準（土木工事）

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
口径５０ｍｍ 第　　３０号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    　計

ポンプ口径＝口径５０ｍｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

水替工（小口径ポンプ運転）
作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ） 第　　３１号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　１５ｋＶＡ
        排出ガス対策型（第３次）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

排水方法＝作業時排水，　排水量区分＝７以上　３０未満（ｍ３／ｈ），　運転日数＝５日

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００２

金 円 １　式 当り

運搬費
第　　３２号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    輸送費（仮設材）
        製品長：１２ｍ以内　運搬距離：１０ｋｍまで　計上方法：片道計上

ｔ 　　　　　　　　　１８．７　　

【往路】0.802t/枚×(35÷1.5)枚=18.7t

第　　３３号表

    輸送費（仮設材）
        製品長：１２ｍ以内　運搬距離：１０ｋｍまで　計上方法：片道計上

ｔ 　　　　　　　　　９７．８　　

【復路】0.802t/枚×(183÷1.5)枚=97.8t

第　　３３号表

      計

      単価

式

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｔ 当り

輸送費（仮設材）
製品長：１２ｍ以内　運搬距離：１０ｋｍまで　計上方法：片道計上 第　　３３号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材輸送運賃料金
        １０ｋｍ以下　製品長１２ｍ以内

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　

１

    積卸し費
        計上する（敷鉄板　　　積込・取卸）

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計

運搬距離＝１０ｋｍまで，　製品長＝１２ｍ以内，　計上方法＝片道計上，　積卸し区分＝計上する（敷鉄板　　　積込・取卸），　冬季割増率：Ｆ１＝なし，　深夜早朝割増率：Ｆ２＝なし

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

床掘り 土質＝土砂（粘性土），施工方法＝平均施工幅１ｍ以上２ｍ未満，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅１ｍ未満 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　３号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２８．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　４号表

１．６ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　５号表

１４．４ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基面整正 基面整正＝基面整正 SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　　７号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　　８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　９号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１０号表



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１１号表

養生工の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径＝１１０ｍｍ以上１２８ｍｍ未満，削孔深さ＝５０ｍｍ以上２００ｍｍ未満 SP　　１２号表

　職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径＝１２８ｍｍ以上１６０ｍｍ未満，削孔深さ＝５０ｍｍ以上２００ｍｍ未満 SP　　１３号表

　職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｂ１ 盛土

数　量 平均値 立積（２１）

Ｃ１ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

Ｒ１ 埋戻（発生土）

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　２４　　＋１５．００　　　　　０．００ 　　０．１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２５　　　＋０．００　　　　　５．００ 　　０．００　　　０．０５０　　　　　　０．２５０ 　　１．１０　　　１．０００　　　　　　５．０００ 　　０．７０　　　０．６００　　　　　　３．０００

　　　　　２６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．１０　　　０．０５０　　　　　　１．０００ 　　１．００　　　１．０５０　　　　　２１．０００ 　　０．６０　　　０．６５０　　　　　１３．０００

　　　　　２６　　　＋９．６８　　　　　９．６８ ＥＰ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　０．９７０ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　９．６８０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　５．８１０

　　合　　　　　　計　　　　　　　３４．６８ 　　　　　　　　（Ｂ１）　　　　　　　　２．２２０ 　　　　　　　　（Ｃ１）　　　　　　　３５．６８０ 　　　　　　　　（Ｒ１）　　　　　　　２１．８１０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｒ２ 埋戻（路床盛土材）

数　量 平均値 立積（２１）

ＴＬ 基面整正

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　２４　　＋１５．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２５　　　＋０．００　　　　　５．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　　５．０００

　　　　　２６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　２０．０００

　　　　　２６　　　＋９．６８　　　　　９．６８ ＥＰ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　　９．６８０

　　合　　　　　　計　　　　　　　３４．６８ 　　　　　　　　（Ｒ２）　　　　　　　　０．０００ 　　　　　　　　（ＴＬ）　　　　　　　３４．６８０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　施工延長 　　　　Ｌ（０３） 　　　　　　　　２４　　　　＋１５．００ 　　　　　　　　２６　　　　　＋９．６８ 　　　　　　　　　　　　３４．６８

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　３４．６８

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　２号水路工 　　　　Ｌ３（０３） 　　　　　　　　２４　　　　＋１５．００ 　　　　　　　　２６　　　　　＋８．６８ 　　　　　　　　　　　　３３．６８

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　３３．６８

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　取合水路工 　　　　ＬＬ（０３） 　　　　　　　　２６　　　　　＋８．６８ 　　　　　　　　２６　　　　　＋９．６８ 　　　　　　　　　　　　　１．００

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　１．００



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
構造物とりこわし工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
鉄筋構造物（合計） Ｔ０３ （０２） ＝ ０．１　＊　Ｌ

＝ ０．１　＊　３４．６８

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋構造物（合計） Ｔ０６ （０２） ＝ ０．１　＊　Ｌ

＝ ０．１　＊　３４．６８

＝ ３．０００



( )３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
工事概要

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
施工延長 Ｌ０１ （０３） ＝ Ｌ

＝ ３４．６８

＝ ３４．６８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水路工 ＬＬ１ （０３） ＝ Ｌ３

＝ ３３．６８

＝ ３３．６８０



( ３７‐ＦＥ３２０‐０９‐０１‐５５‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

土  量  調  整  表
＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C1    C1     １番目  R1 機械  ２番目  B1 機械    C1               １番目 Z10

            36  0.90         36  →             22                2             36  →          10    Z10      99,999

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊  ＊＊残土量合計＊＊

    盛  土          流用土          不足土

   B1             R98             F98

             2  ＝           2  ＋           0    Z10          10

   R1             R99             F99

            22  ＝          22  ＋           0

残土・流用土



（ ）

位置図

縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

地下埋設物照会により無いことを確認した。

地下埋設物照会により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

地下埋設物照会により無いことを確認した。

地下埋設物照会により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。下水道管 望月

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル

望月 NDS(株)

中部電力
ケ ー ブ ル

望月
中部電力
パワーグ
リッド(株)

大井川広
域水道企
業 団

望月

大井川土
地改良区

望月

水 道 管

ガ ス 管 望月 東海ガス(株)

望月
上水道課
久保田

地下埋設物調書

　　　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 令和7年度 （団体営 ）仮宿地内用排水路改良その2工事 （藤枝6期 ）

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況 管　　理　　者

管理側

工事施工箇所

貝立公園



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  
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